
【県立新庄北高等学校 部活動の在り方に関する指針】 

 

 

 

１ 週あたり平日１日以上、週休日１日以上を休養日とする。※強化部は適用外 

 

２ 長期休業中についても、学期中に準じた扱いを行う。また、多様な活動を行うことができるよ 

う、ある程度長期の休養期間を設ける。 

 

３ 練習時間は、長くとも、平日では２時間程度、学校の休業日（週休日，休日，長期休業日）で 

 は３時間程度とする。 

 

４ 特別強化期間は、高体連・高文連主催の大会およびそれに準じる大会前 2週間に限り、目標とす 

 る大会は、３年次生引退前・後それぞれ 2大会までとする。その期間については土日両方の活動も 

可とするが、その分は他の期間に振り替える。 

 

５ 本校独自の強化指定部を定め、その休養日・活動時間に関しては、該当部活動顧問と別途協議す 

る。ただし、年間の休養日数については、一般の部と同じとする。 

  令和３年度は、スキー部・弓道部・野球部を本校独自の強化指定部とする。強化部の入れ替えに 

 については大会ごとに検討していく。 

６ 実施できない特別な事情がある部活動については、部活動委員会に相談のうえ検討する。 

 

 

【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン】平成 30年 3月 スポーツ庁 

○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日は少なく 

とも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることがで 

きるとともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オ 

フシーズン）を設ける。 

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程 

度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

【文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン】平成 30年 12月 文化庁 

○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下 

「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養 

日を他の日に振り替える。） 

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることがで 

るとともに、文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オ 

フシーズン）を設ける。 



○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程 

度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

【山形県における運動部活動の在り方に関する方針】平成 30年 12月 県教育委員会 

① 学期中の休養日の設定 

・休養日は、週当たり２日以上（平日１日以上、週休日１日以上）となるように設定する。 

② １日の活動時間 

・長くとも、平日では２時間程度、学校の休業日（週休日、休日、長期休業日）では３時間程度とし、 

できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

・上記の活動時間とは、通常の練習の活動時間であり、大会・練習試合・合宿等（以下「大会等」とい 

う）については上記活動時間を適用しなくても良いが、大会等を計画する際は、スポーツ医・科学の 

見地や教員の負担軽減、学校単位で参加する大会の見直し等を踏まえ、毎週のように大会等に参加す 

るなどの過度な負担とならないように計画する。 

③ 長期休業中の休養日の設定 

・学期中に準じた扱いを行う。 

・運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間を設ける。 

 (中略) 

エ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、以下のような 

ことも考えられる。 

・定期試験前後の一定期間等に、運動部共通、学校全体の部活動休養日を設ける。 

・校長が認める「目標とする大会前の特別強化期間*2」や「強化指定部*3」は、少なくとも週１日の休 

養日を設けたうえで、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定め、休養日を振替える。 

*2 「目標とする大会」前に、学校独自の休養日・活動時間を設定して活動する一定の期間のこと。 

*3 学校の特色を活かすために、通年で独自の休養日・活動時間を設定して活動する学校から指定された運動部活動のこと。 

 

【部活動における交流等に対する感染症対策徹底のお願い】令和 3年 1月 県教育委員会 

 ・新型コロナウイルス感染症予防については、県教育委員会より提示されているガイドラインに基づ 

  き適正に指導・活動をすること。 

  

 


